
都市農業の都市農業の

交流を生むはたらき交流を生むはたらき
都市農地は、身近な農業体験を提供し、地域住民同士や農家との交流を生み出してく
れます。また農家には、消防団などの地域コミュニティを維持する活動に参加してく
れる方が多くいます。

交流を生み、コミュニティをつくり・守ることにつながります

市民農園では市区町村や農協、農家から区画を借りて比較的自由に市民が農作物をつ
くることができます。農業体験農園では農家が経営する農園で園主のきめ細かい指導
の下で、初心者でも比較的容易に栽培を体験できます。平成２５年３月現在、都内に
は市民農園は４７８農園、農業体験農園は９０農園が開設されています。

東京都産業労働局農林水産部より

市民農園と農業体験農園

◆市民農園
区市町村や農業協同組合が農地を借り受け、または農家自らが所有する農地を、１０～１５㎡程度の小区画に区切り、都市住民のレクリエーショ
ンの場として利用してもらう農園である。 自分で何を作るのか考えて、比較的自由に農作物を栽培することができる。 貸付の期間は、１年から
３年程度となっている。
【クラインガルテン】
市民農園の１つの形態として、契約した区画内に、野菜や花等を栽培する農園の他、休憩・宿泊等に使用する簡単な小屋を併設した「クライ
ンガルテン」がある。 
ゆとりや癒し、農や食への関心などから、都市だけでなく農村にも生活拠点を持つ二地域居住を求める人向けの施設である。奥深い山や清流、
地域住民との交流の中で、のんびりと優雅な田舎暮らしが堪能できる。

◆農業体験農園
農家自らが開設し、都市住民に利用してもらう農園で、利用者は３０㎡程度の区画の中で、農園主のきめ細かい指導のもとで農業体験を行う
ものである。このため、素人でもお店に並んでいるような野菜を作ることができる。　複数年の継続利用が可能なところや、一部に在住市民
でない人でも利用可能な区画がある。

農林水産省平成 26 年度「農」のある暮らしづくり支援対策事業


